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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
テ
ロ
等
準
備
罪
に
関
わ
る
二
百
七
十
七
個
の
対
象
犯
罪
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
本
法
律
案
」

と
い
う
。
）
は
、
閣
議
決
定
を
経
て
、
今
国
会
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
組
織
的
な
犯
罪
の

処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
改
正
後
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」

と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
の
罪
に
お
い
て
は
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
四
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
が
定

め
ら
れ
て
い
る
罪
で
あ
っ
て
、
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
」
の
「
団
体
の
活
動
と
し
て
、
当
該
行
為

を
実
行
す
る
た
め
の
組
織
に
よ
り
行
わ
れ
」
、
又
は
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
に
不
正
権
益
を
得
さ

せ
」
、
若
し
く
は
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
の
不
正
権
益
を
維
持
し
、
若
し
く
は
拡
大
す
る
目
的
で

行
わ
れ
る
」
も
の
の
遂
行
が
計
画
さ
れ
る
こ
と
が
現
実
的
に
想
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
罪
を

規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
罪
は
、
具
体
的
に
は
、
改
正
後
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
別
表
第
四
に
掲
げ
る
と

お
り
で
あ
る
。

一



ま
た
、
同
表
に
掲
げ
る
罪
は
、
テ
ロ
の
実
行
に
関
す
る
犯
罪
、
薬
物
に
関
す
る
犯
罪
、
人
身
に
関
す
る
搾
取
に
関
す
る
犯

罪
、
そ
の
他
組
織
的
犯
罪
集
団
の
資
金
源
に
関
す
る
犯
罪
及
び
司
法
妨
害
に
関
す
る
犯
罪
に
大
別
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
、
テ
ロ
の
実
行
に
関
す
る
犯
罪
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
同
条
（
組
織
的
な
殺
人
）
の

罪
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
条
（
現
住
建
造
物
等
放
火
）
の
罪
、
航
空
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行

為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
（
航
行
中
の
航
空
機
を
墜
落
さ
せ
る
行

為
等
）
の
罪
、
サ
リ
ン
等
に
よ
る
人
身
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
（
サ

リ
ン
等
の
発
散
）
の
罪
等
が
あ
り
、
薬
物
に
関
す
る
犯
罪
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
覚
せ�

い�

剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
五
十
二
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
（
覚
醒
剤
の
輸
入
等
）
の
罪
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法

律
第
十
四
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
（
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ
等
の
輸
入
等
）
の
罪
等
が
あ
り
、
人
身
に
関
す
る
搾
取
に
関

す
る
犯
罪
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
刑
法
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
（
人
身
売
買
）
の
罪
、
労
働

基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
十
七
条
（
強
制
労
働
）
の
罪
等
が
あ
り
、
そ
の
他
組
織
的
犯
罪
集
団
の

資
金
源
に
関
す
る
犯
罪
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
三
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
同
条

二



（
組
織
的
な
詐
欺
）
の
罪
、
刑
法
第
百
四
十
八
条
（
通
貨
偽
造
及
び
行
使
等
）
の
罪
、
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利

等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
条
（
高
金
利
等
）
の
罪
等
が
あ
り
、
司
法
妨
害

に
関
す
る
犯
罪
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
七
条
（
組
織
的
な
犯
罪
に
係
る
犯
人
蔵
匿
等
）
の
罪
（
同
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
等
が
あ
る
。

三


